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川崎市規則第３２号 



   川崎市保健所長委任規則の一部を改正する規則 

川崎市保健所長委任規則（昭和２９年川崎市規則第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条第１０号（１）中「第１４条第２項」の次に「（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令によって準用される場合（同条第２項の政令により、同

条第１項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。）及び法第５３条

第１項の規定に基づく政令によって適用される場合（同条第２項の政令により

、同条第１項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。）を含む。）

」を加え、同号（２）中「第１４条の２第２項」の次に「（法第４４条の９第

１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定

に基づく政令によって適用される場合を含む。）」を加え、同号（３）中「第

１５条第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって

準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用される

場合を含む。）」を加え、同号（４）中「第１５条第３項」の次に「（法第４

４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第

１項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）」を加え、同号（

３９）を同号（４０）とし、同号（３８）中「、第２項及び第４項」を「及び

第２項並びに同条第４項（同項において準用する法第４４条の３第７項の規定

に係る部分に限る。）」に改め、「（法第５０条の２第４項において準用する

法第４４条の３第５項の規定による実費の徴収に関することを除く。）」を削

り、同号中（３８）を（３９）とし、（３３）から（３７）までを（３４）か

ら（３８）までとし、同号（３２）中「第４４条の７第３項」を「第４４条の

１１第３項」に改め、同号（３２）を同号（３３）とし、同号（３１）中「第

４４条の７第１項」を「第４４条の１１第１項」に改め、同号（３１）を同号

（３２）とし、同号（３０）中「第４項」を「第７項（これらの規定が法第４



４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。）」に改

め、同号（３０）を同号（３１）とし、同号（２９）中「第４２条第１項」の

次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及

び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）」

を加え、同号中（２９）を（３０）とし、（２８）を（２９）とし、同号（２

７）中「第３７条第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政

令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって

適用される場合を含む。）」を加え、同号（２７）を同号（２８）とし、同号

（２６）中「第３５条第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づ

く政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によ

って適用される場合を含む。）」を加え、同号（２６）を同号（２７）とし、

同号（２５）中「第３１条第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に

基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令

によって適用される場合を含む。）」を加え、同号（２５）を同号（２６）と

し、同号（２４）中「第２項ただし書」の次に「（これらの規定が法第４４条

の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項

の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）」を加え、同号（２４

）を同号（２５）とし、同号（２３）中「第２９条」の次に「（法第４４条の

９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の

規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）」を加え、同号（２３）

を同号（２４）とし、同号（２２）中「第２８条」の次に「（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規

定に基づく政令によって適用される場合を含む。）」を加え、同号（２２）を

同号（２３）とし、同号（２１）中「第２７条」の次に「（法第４４条の９第

１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定



に基づく政令によって適用される場合を含む。）」を加え、同号（２１）を同

号（２２）とし、同号（２０）中「第２６条の４第３項」の次に「（法第４４

条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１

項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）」を加え、同号（２

０）を同号（２１）とし、同号（１９）中「第２６条の４第１項」の次に「（

法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５

３条第１項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）」を加え、

同号（１９）を同号（２０）とし、同号（１８）中「第２６条の３第３項」の

次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及

び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。）」

を加え、同号（１８）を同号（１９）とし、同号（１７）中「第２６条の３第

１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用され

る場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用される場合を含

む。）」を加え、同号（１７）を同号（１８）とし、同号（１６）中「場合」

の次に「、法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合

及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用される場合」を加え、

同号（１６）を同号（１７）とし、同号（１５）中「場合」の次に「、法第４

４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第５３条第

１項の規定に基づく政令によって適用される場合」を加え、同号（１５）を同

号（１６）とし、同号（１４）中「第２１条」の次に「（法第２６条において

準用する場合、法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって準用される

場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む

。）」を加え、同号（１４）を同号（１５）とし、同号（１３）中「場合」の

次に「並びにこれらの規定が法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によっ

て準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用され



る場合」を加え、同号（１３）を同号（１４）とし、同号（１２）中「場合」

の次に「並びにこれらの規定が法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によ

って準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用さ

れる場合」を加え、同号（１２）を同号（１３）とし、同号（１１）中「まで

」の次に「（これらの規定が法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によっ

て準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用され

る場合を含む。）」を加え、同号（１１）を同号（１２）とし、同号（１０）

中「第１７条」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によって

準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用される

場合を含む。）」を加え、同号（１０）を同号（１１）とし、同号（９）中「

第１６条の３第３項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令に

よって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適用

される場合を含む。）」を加え、同号（９）を同号（１０）とし、同号（８）

中「第１６条の３第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく政

令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって

適用される場合を含む。）」を加え、同号（８）を同号（９）とし、同号（７

）中「第１５条の３第２項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づく

政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によっ

て適用される場合を含む。）」を加え、同号（７）を同号（８）とし、同号（

６）中「第１５条の３第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基づ

く政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によ

って適用される場合を含む。）」を加え、同号（６）を同号（７）とし、同号

（５）中「第１５条の２第１項」の次に「（法第４４条の９第１項の規定に基

づく政令によって準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令に

よって適用される場合を含む。）」を加え、同号（５）を同号（６）とし、同



号（４）の次に次のように加える。 

（５）法第１５条第８項（法第４４条の９第１項の規定に基づく政令によっ

て準用される場合及び法第５３条第１項の規定に基づく政令によって適

用される場合を含む。）の規定による質問又は必要な調査に応ずべきこ

との命令に関すること。 

第１条第２３号中（１０）を（１１）とし、（９）を（１０）とし、（８）

を（９）とし、（７）の次に次のように加える。 

（８）法第１７条の２第１項第１号の規定による女子及び乳児の短期間の入

所に係る利用及び利用変更の承認並びに当該承認に係る通知並びに自己

負担額の決定に関すること。 

  附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


